
（宛先）伊丹市長

生 年 月 日

年 月 日

施設等利用給付認定変更届

保護者住所

氏 名

連 絡 先

　子ども・子育て支援法第３０条の８第１項の規定により、子育てのための施設等利
用給付認定を受けた内容を変更する必要が生じたので、届け出ます。

現

在

の

認

定

状

況

認 定 番 号

認 定 子 ど も の 氏 名

認 定 子 ど も の
生 年 月 日

年　　月　　日

利 用 施 設 ・
事 業 所 名

認 定 区 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第１号
　　　子ども・子育て支援法第30条の４　□第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第３号

保 育 の 必 要 性
の 理 由

□無　　□有（理由：　　　　　　　　　　　）

変

更

内

容

変　更　前 変　更　後

保 護 者 の 氏 名

保 護 者 の 生 年 月 日 年　　月　　日 年　　月　　日

住 所

連 絡 先

認 定 子 ど も の 氏 名

保 護 者 と の 続 柄

そ の 他

保育の必要性の理由
( 有 の 場 合 の み )

理 由 変 更 が
発 生 し た 日

年　　月　　日

変 更 す る 理 由



（宛先）伊丹市長

変 更 す る 理 由 出産の予定がある為

そ の 他

保育の必要性の理由
( 有 の 場 合 の み )

就労 妊娠

理 由 変 更 が
発 生 し た 日

令和2年1月21日

認 定 子 ど も の 氏 名

保 護 者 と の 続 柄

変

更

内

容

変　更　前 変　更　後

保 護 者 の 氏 名

住 所

保 護 者 の 生 年 月 日

連 絡 先

　子ども・子育て支援法第３０条の８第１項の規定により、子育てのための施設等利
用給付認定を受けた内容を変更する必要が生じたので、届け出ます。

現

在

の

認

定

状

況

認 定 番 号

認 定 子 ど も の 氏 名 伊丹　はな子

認 定 子 ど も の
生 年 月 日

平成●●年　　△月　□□日

利 用 施 設 ・
事 業 所 名

○△□ほいくえん

認 定 区 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第１号
　　　子ども・子育て支援法第30条の４　☑第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第３号

保 育 の 必 要 性
の 理 由

□無　　☑有（理由：就労の為　　　　　　　　　　）

氏 名 伊丹　つつじ
生 年 月 日 昭和■■.１.１
連 絡 先 090-1234-5678

妊娠した場合

令和●年●月●日

施設等利用給付認定変更届

保護者住所 伊丹市千僧1-10-10000

出産予定日を記入



（宛先）伊丹市長

そ の 他

保育の必要性の理由
( 有 の 場 合 の み )

求職活動 就労

理 由 変 更 が
発 生 し た 日

令和2年1月21日

認 定 子 ど も の 氏 名

変 更 す る 理 由 就労先が決まった為

保 護 者 と の 続 柄

変

更

内

容

変　更　前 変　更　後

保 護 者 の 氏 名

住 所

保 護 者 の 生 年 月 日

連 絡 先

　子ども・子育て支援法第３０条の８第１項の規定により、子育てのための施設等利
用給付認定を受けた内容を変更する必要が生じたので、届け出ます。

現

在

の

認

定

状

況

認 定 番 号

認 定 子 ど も の 氏 名 伊丹　はな子

認 定 子 ど も の
生 年 月 日

平成●●年　　△月　□□日

利 用 施 設 ・
事 業 所 名

○△□ほいくえん

認 定 区 分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第１号
　　　子ども・子育て支援法第30条の４　☑第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第３号

保 育 の 必 要 性
の 理 由

□無　　☑有（理由：求職活動の為　　　　　　　　　　）

氏 名 伊丹　つつじ
生 年 月 日 昭和■■.１.１
連 絡 先 090-1234-5678

令和●年●月●日

施設等利用給付認定変更届

保護者住所 伊丹市千僧1-10-10000

求職活動から就労へ変更の場合

勤務開始日を記入


